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各  位 
 

平成１９年５月１７日 

会 社 名 日 本 精 機 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長 永 井 正 二 

（コード番号 ７２８７  東証第２部） 

問合せ先 
 
（ＴＥＬ． 

取締役総務部ゼネラル・マネジャー
山 崎 隆 一 
０２５８－２４－３３１１） 

 

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

の決定に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 19 年 5 月 17 日開催の取締役会において、当社の財務及び事業の方針の

決定を支配する者の在り方に関する基本方針（会社法施行規則第 127 条第 1 号）並びに

この基本方針を実現するための特別の取組み（同条第 2号イ）について決定いたしまし

たので、お知らせいたします。 

 当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては、当社の企業価値ひ

いては株主共同の利益の確保・向上に資する者が望ましいと考えております。 

当社を支配する者の在り方は、最終的には当社の株主全体の意思に基づき決定される

べきもので、国内外に様々な株主を有する当社としては、これら株主の皆様に十分に情

報が提供された上で、その適切な判断がなされる環境を整えることが、大切と判断いた

しております。 

 以上の観点から、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に

関する基本方針を定めるとともに、その実現に資する取組みとして、策定を進めている

経営ビジョン「ＮＥＭＳ－４３３」（ＮＥＭＳ：日本精機（ＮＳ）型のＥＭＳ（Electronics 

Manufacturing Service））に加えて、当社を支配する者の在り方について、当社の国内

外の株主の皆様が十分な情報を得た上で適切な判断をしていくための手続を定めるこ

ととしました。 

 具体的には、当社株式の大量買付行為がなされた場合には、まずは、当社経営陣から

独立した社外監査役等から構成される独立委員会が、当社の企業価値・株主共同の利益

に資するか否かという観点から、情報収集、検討等を行い、その結果をもとにした独立

委員会の意見を株主の皆様に情報開示することといたしました。 

 この手続は、大量買付行為がなされた際の当社における手続の透明性・客観性を高め

ることを目的としており、新株予約権や新株の割当てを用いた具体的買収防衛策を定め

るものではありません。当社取締役会は、大量買付行為がなされた場合に、この手続違
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反のみを理由として直ちに新株予約権や新株の割当てといった対抗措置を実施する予

定はございませんが、善管注意義務を負う受託者として、当社の企業価値・株主共同の

利益の確保・向上に資するよう適切に対応していく所存です。 

 

【１】当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

当社は、「顧客の立場に立って、価値の高い製品を提供することにより、社会の繁栄に

貢献する」という経営理念の下、企業価値・株主共同の利益の確保・向上に取り組んで

おります。 

社会が今まで以上に速く激しく変化していく中、当社では、その変化に素早く適応し、

また、変化を先取りすることで、当社の経営理念が実現されると考えています。そのた

めに、当社は技術開発力の強化に取り組んでおります。製品仕様を高度化し、グローバ

ルで製造・販売していくためには、コスト・技術・物流・サービス等の「もの造り総合

力」を絶えず変化・進化させていくことが、当社グループの持続的な成長のためには不

可欠であります。 

また、当社グループが中長期的に飛躍を遂げていくためには、グローバルでの事業の

強化・拡大は欠かすことができません。そのために、当社では、製造・販売拠点の拡充

はもとより、多様な社会・文化を理解し、グローバル社会のなかで受け容れられ、また、

貢献していくことが、当社グループにとっての企業価値の向上に資するものと考えてお

ります。 

そして、根底には、企業は社会的存在であるとの認識のもと、株主や顧客、取引先、

従業員、地域社会などのステークホルダーと当社との良好な関係が、当社グループの成

長を支えるものであると考えております。 

このように当社では、「ステークホルダーとの良好な関係」を源泉とし、グローバル社

会での責任ある存在としての自覚を持ち、「もの造り総合力」を高度化していくことによ

り、企業価値の増大を図ってまいります。 

当社の財務及び事業の方針の決定を支配することとなる株式等の大量買付を行う

者の目的において、当社の企業価値が中長期的に確保され、向上させられるのでなけ

れば、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。 

さらに、株式等の大量買付行為の中には、下記のごとく当社の企業価値・株主共同

の利益に資さないものもあり、当社は、これらの大量買付行為も不適切であると考え

ます。 

① 株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの 

② 対象会社の取締役会や株主が買付の条件等について検討し、あるいは対象会

社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの 

③ 対象会社が買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買付者

との交渉を必要とするもの 
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当社は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させる株式等の大量買付行

為であるか否かについて、株主がその提案やそれに対する当社の経営方針等について

十分な情報を得た上で、適切な判断を下すことが大切と考えます。よって当社の企業

価値・株主共同の利益を毀損するおそれのある大量買付や株主による適切な判断が困

難な方法で大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者とし

て適当でないと考えます。よって以上のことから当社取締役会は、こうした考え方を、

会社法施行規則 127 条第 1 号の基本方針と位置づけ決定した次第です。 

 

【２】基本方針の実現に向けた当社の取組み 

当社は、上記の基本方針の実現に資する特別な取組み（会社法施行規則 127 条第 2

号イ）として、当社の経営ビジョン「ＮＥＭＳ－４３３」を実行していくことにより、

当社の企業価値の更なる向上を実現するとともに、当社株式等について大量買付行為

がなされた際にそれに対する評価が透明性・客観性をもって行われ、国内外の株主や

投資者に適切に開示がなされるようにすることが重要であると考えております。 

 

１．経営ビジョン「ＮＥＭＳ－４３３」の実行による企業価値向上の取組み 

当社は、従来の経営ビジョン「ＮＥＭＳ２１００」に替わる新たな経営ビジョン 

「ＮＥＭＳ－４３３」を、２００７年度からスタート致しました。 

「ＮＥＭＳ」をさらに進化させていくことで、当社グループの成長を図ります。具

体的には、実装・接続技術を核に、金型、成型、表示などの当社保有の多様な技術を

組み合わせた相乗効果により、付加価値の高い技術・製品を創り出すことで、事業の

拡大に取り組んでまいります。 

なお、「４３３」の意味は、「４」が「４つの大切」、「３３」が「売上高３,０００億

円、利益３００億円を目指す」というものです。 

「４つの大切」には、①「志」（目標達成のためには、強い意志が大切）、②「社会」

（社会の責任ある存在として、株主との良好な関係の構築や法令遵守、環境保全に努

めることが大切）、③「お客様」（事業発展のためには、常にお客様の満足を高めてい

くことが大切）、④「人」（企業は人なりという考え方のもと、当社グループで働くす

べての人が能力を存分に発揮できる仕組み・環境をつくることが大切）という考え方

が込められています。 

当社では、この「４つの大切」を経営の根幹に据え、「ＮＥＭＳ」により技術の高度

化と製品の付加価値を高め、グローバルにおいて事業展開することで、当社グループ

の企業価値・株主共同の利益の更なる向上を図ってまいります。 
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２．大量買付行為についての評価の客観性・透明性を高める取組み 

(1)手続の概要 

当社は、当社株式等に対する大量買付行為に際して、これに先立ち、独立性の

高い当社社外監査役と社外の有識者（会社経営者、官庁出身者、投資銀行業務に

精通する者、弁護士、公認会計士、学識経験者）等からなる独立委員会が、情報

収集、その検討及び株主に対する意見表明を行うことが適切であると判断し、そ

のための手続き（大量買付行為に関するルール。以下、ＴＫＫルールといいます。）

の設定を決定しました。 

(2)手続の内容 

(i)ＴＫＫルールの適用対象 

ＴＫＫルールは、以下①又は②に該当する当社株券等の買付やこれに類似す

る行為やその提案（以下、併せて「買付等」といいます。）がなされる場合に

適用されます。①又は②に該当する買付等を行おうとする者（以下「買付者等」

といいます。）には、予めＴＫＫルールに従っていただくこととします。 

① 当社が発行する株券等1について、保有者2の株券等保有割合3が 20%以上

となる買付 

② 当社が発行する株券等4について、公開買付5に係る株券等の株券等所有

割合6及びその特別関係者7の株券等所有割合の合計が 20%以上となる公

開買付 

(ii)「独立委員会」の設置 

当社は、ＴＫＫルールに従った手続を進めるにあたり買付者が前記の基本方

針に照らして不適切な者でないか否かを客観的に判断するための組織として、

当社経営陣から独立した社外監査役等で構成される独立委員会を設置します。

独立委員会は、買付者等に対する事前の情報提供の要求、買付等の内容の検

討・判断、それに基づく意見を株主の皆様へ情報公開することを予定しており、

これにより当社株式等の大量買付行為に関する手続の客観性・透明性を高める

ことを目的としています。独立委員会規則の概要については、別紙(1)をご参

照下さい。独立委員会は、上記(i)に定める買付等が判明した後、速やかに招

集されるものとします。 

 

                                                  
1 証券取引法第 27 条の 23 第 1 項に定義されます。以下別段の定めがない限り同じとします。 
2 証券取引法第 27 条の 23 第 3 項に基づき保有者に含まれる者を含みます。 
3 証券取引法第 27 条の 23 第 4 項に定義されます。 
4 証券取引法第 27 条の 2 第 1 項に定義されます。 
5 証券取引法第 27 条の 2 第 6 項に定義されます。 
6 証券取引法第 27 条の 2 第 8 項に定義されます。以下同じとします。 
7 証券取引法第 27 条の 2 第 7 項に定義されます。但し、同項第 1 号に掲げる者については、発行者以外の者による

株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第 3 条第 1 項で定める者を除きます。 
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(iii)ＴＫＫルールの内容 

ア．必要情報の提供 

独立委員会は、当社取締役会の同意を得ることなく上記(i)に定める買付

等を行う買付者等に対し、買付等の行為に先立ち、当社に対して、別紙(2)

に定める、当該買付等の内容の検討に必要な情報（以下「本必要情報」とい

います。）を提出していただくよう要請します。 

イ．買付等の内容の検討・買付者等との交渉・代替案の提示 

独立委員会は、買付者等から本必要情報が全て提出された場合、当社取締

役会に対しても、独立委員会が定める期間内に買付者等の買付等の内容に対

する意見及びその根拠資料、代替案その他適宜必要と認める情報を提示する

よう求めることができます。また、独立委員会は、適宜必要と判断した場合

には、当社の顧客、取引先、従業員、労働組合等の利害関係者にも意見を求

めます。 

独立委員会は、買付者等及び当社取締役会から上記のとおりの情報を受領

してから最長 60 日間が経過するまでの間（但し、独立委員会は、下記ウの

記載に従い、これらの期間を延長することができるものとします。以下「検

討期間」といいます。）、買付等の内容の検討、当社取締役会による代替案の

検討、買付者等と当社取締役会の事業計画等に関する情報収集・比較検討等

を行います。 

独立委員会の判断が、企業価値ひいては株主共同の利益に資するようにな

されることを確保するために、独立委員会は、独立した第三者（ファイナン

シャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタント等。）の助言

を得ることができるものとします。その費用は当社が負担します。 

なお、独立委員会は、買付者等から本必要情報が提出された事実、及び、

本必要情報その他の情報のうち適切と判断する事項について、適切と判断す

る時点で、株主の皆様に対する情報開示を東京証券取引所適時開示情報およ

び当社ホームページを通じて行います。 

ウ．独立委員会による意見等の情報開示 

独立委員会は、上記イの検討期間を経た上、買付者等による買付等が、別

紙（3）記載の不適切な買付等に係る要件のいずれかに該当するか否かにつ

いて判断するものとし、その結果、及びその理由その他当該買付等に関する

株主の判断に資すると判断する情報を、株主の皆様に対し前述の方法で情報

開示するものとします。 

他方、独立委員会は、当初の検討期間終了時までに、上記の判断を行うに

至らない場合には、その旨を情報開示した上で、買付等の内容の検討等に必

要とされる範囲内で、検討期間を延長することもできることとします。 



6 

(ⅳ)ＴＫＫルールの改廃等 

ＴＫＫルールの発効日は、平成 19 年 7 月 1 日とします。また、有効期間

は２年間とします。 

但し、有効期間中であっても、ＴＫＫルールについて随時、再検討を行い、

改廃することが可能であることとします。 

 

以上 
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別紙（1） 

独立委員会規則の概要 

(1) 当社取締役会の決議により独立委員会は設置される。 

(2) 独立委員会の委員は、３名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立し

ている、(i)当社社外監査役、(ii)有識者のいずれかに該当する者の中から、当

社取締役会が選任する。 

有識者は会社経営者、官庁出身者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認

会計士、学識経験者等又はこれらに準ずる者とする。 

(3) 独立委員会委員の任期は、２年間とする。但し、当社取締役会の決議により別

段の定めをした場合はこの限りでない。 

(4) 独立委員会は、以下の各号に記載される事項を行う。 

1． ＴＫＫルールの適用対象となる買付等の決定 

2． 買付者等及び当社取締役会が独立委員会に提供すべき情報の決定及び情報提

供要請 

3． 買付等の内容の精査・検討 

4． 当社取締役会から買付等に対する代替案が示された場合には、かかる代替案

の検討 

5． 検討期間の延長 

6． 買付等に対する意見等の情報開示 

7． 別途独立委員会が行うことができるものと当社取締役会が定めた事項 

8． その他 

・ 買付者等から提供された情報が本必要情報として不十分であると判断し

た場合には、買付者等に対して追加的に情報提出を求める。 

・ 買付者等より、前述の追加情報が提出された場合、当社取締役会に対し

ても、所定の期間内に、買付者等の買付等の内容に対する意見及びその

根拠資料、代替案（もしあれば）その他、独立委員会が適宜必要と認め

る情報・資料等を提示するよう求めることができる。 

・ 当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公

認会計士、弁護士、コンサルタント等。）の助言を得ること等ができる。 

(5) 独立委員会の各委員は、前(4)に記載される事項を行うにあたっては、当社の企

業価値ひいては株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うことを要

し、専ら自己又は当社の経営陣の個人的利益を図ることを目的としてはならな

い。 

(6) 代表取締役は、買付等がなされた場合、その他いつでも、独立委員会を招集す

ることができる。 
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(7) 独立委員会の決議は、原則として、独立委員会の委員全員が出席し、その過半

数の賛同をもってこれを行う。但し、やむを得ない事由があるときは、独立委

員会委員の過半数が出席し、その過半数の賛同をもってこれを行うことができ

る。 

 

以上 
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別紙（2） 

本必要情報 

 

 本必要情報の具体的内容は買付者の属性及び買付行為の内容により異なりますが、 

一般的項目の一部は以下のとおりです。 

 

(1) 買付者等及びそのグループ（共同保有者、特別関係者及び（ファンドの場合は）

組合員その他の構成員を含みます。）の詳細（具体的名称、事業内容、資本構成、

財務内容等を含みます。） 

(2) 買付等の目的、方法及び内容（買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、関

連する取引の仕組み、買付等の方法の適法性、買付等の実行の蓋然性等を含み

ます。） 

(3) 買付等における価格の算定根拠（算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算

定に用いた数値情報並びに買付等に係る一連の取引により生じることが予想さ

れるシナジーの内容、そのうち少数株主に対して分配されるシナジーの内容を

含みます。） 

(4) 買付資金の裏付け（買付資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名

称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。） 

(5) 買付等の後における当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政

策 

(6) 買付等の後における当社の従業員、取引先、顧客その他の当社に係る利害関係

者の処遇方針 

(7) 当社の少数株主との利益相反を回避するための具体的方策 

(8) その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報 

 

以上 
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別紙（3） 

不適切な買付等の要件 

 

(1) ＴＫＫルールを遵守しない買付等である場合 

(2) 下記に掲げる行為等により、当社の企業価値・株主共同の利益が毀損されるお

それのある買付等である場合 

・ 会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、当社の株券等を買い集

め、その買い集めた株券等について当社に対して高値で買取りを要求す

る行為 

・ 当社の犠牲の下に買付者等の利益を図ることを目的として、当社の経営

を一時的に支配して当社の重要な資産等を廉価に取得し、これを買付者

やそのグループ会社等に移譲する等の経営を行うような行為 

・ 当社の資産を買付者等やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資と

して流用する行為 

・ 当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない高額

資産等を処分させ、その処分利益をもって、一時的な高配当をさせるか、

一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って高値で売り抜ける行為 

(3) 最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に

設定し、あるいは明確にしないで、公開買付等の株券等の買付を行う等、株主

に株券等の売却を事実上強要するおそれのある買付等である場合 

(4) 当社取締役会が当該買付等に対する代替案を提示するために必要な、合理的期

間を与えることなく行われる買付等である場合 

(5) 当社株主に対して、本必要情報その他買付等の内容を判断するために、合理的

に必要とされる情報を十分に提供することなく行われる買付である場合 

(6) 買付等の条件（対価の価額・種類、買付等の時期、買付等の方法の適法性、買

付等の実行の蓋然性、買付等の後における当社の少数株主、従業員、取引先、

顧客その他の当社に係るステークホルダーに対する対応方針等を含みます。）が

当社の企業価値に鑑みて不十分又は不適当な買付等である場合 

(7) 当社の顧客、取引先、従業員、地域社会等当社の企業価値を生み出す上で不可

欠なステークホルダーとの関係を破壊し、ひいては株主共同の利益に反するこ

ととなる重大なおそれがある買付等である場合 

 

以上 


